
【開発事業等の計画（排水施設の計画）に係る軽微な変更届出書の記載方法】

協議結果通知書（当初協議、以下、協議結果） 軽微な変更届（開発事業者の方が土木に提出）

★当初協議で土木事務所から渡された協議結果通知書を参照し、軽微な変更届書を記載します。

設計者等の連絡先を記載

①

②

④

⑤

⑥

⑦

⑧

協議結果②を記入

③

協議結果③を記入

⑤

⑥

⑦

⑧

変更の理由を記載

協議結果で選択し
た項目を選ぶ

協議結果①を記入

参照

こちら
を作成

R7.3月末日
事業者の方向け


